
     和歌山県防災訓練等参加事業補助金交付要綱  
  （趣旨）  
第１条   知事は、「 防 災 の 日」 （９月１日）に大規模災害を想定して実施され

る広域医療 搬 送 実働 訓 練 等 へ のＤＭＡＴ（県がＤＭＡＴ指定医療機関として

指定した病 院 の 災害 派 遣 医 療 チームをいう。）の参加に係る経費を予算の範

囲内で補助 す る もの と し 、 そ の交付に関しては、医療施設運営費等補助金及

び中毒情報 基 盤 整備 事 業 費 補 助金交付要綱（平成２３年３月３１日厚生労働

省発医政０ ３ ３ １第 ３ １ 号 厚 生労働事務次官通知の別添。以下「交付要綱」

という。） 、 災 害医 療 対 策 事 業等実施要綱（平成２１年３月３０日医政発第

０３３０００７号厚生労働省医政局長通知の別添。以下「実施要綱」という。）、

和歌山県補 助 金 等交 付 規 則 （ 昭和６２年和歌山県規則  第２８号。以下「規

則」という。）及びこの要綱に定めるところによる。  
  （補助対象事業）  
第２条   補助金の交 付 の 対 象と なる事業は、実施要綱第７条に定める事業（以

下「補助事業」という。）とする。  
  （交付額の算定方法）  
第３条   この補助金の交付額は、次により算定するものとする。ただし、算定  

された額に １ ， ００ ０ 円 未 満 の端数が生じた場合には、これを切 り捨てるも

のとする。  
  （１）   交付 要 綱 ４ ． （１ ） ③イの表の第１欄に定める基準額と第２欄に定

める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。  
  （２）   前号 に よ り 選 定 し た 額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除

    した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。  
  （交付申請書の添付書類の様式等）  
第４条   規則第４条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式  

は、次のとおりとする。   

      書             類   様         式  提出部数  提出期限  

 事業計画書  別記第１号様式   
正副２部  

 
別途通知  
する。  

 経費所要額調書  別記第２号様式  
 経費所要額明細書  別記第３号様式  
 歳入歳出予算書（見込書）の抄本   
 その他参考となるべき資料  

 
  （交付条件）  
第５条   規則第６条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げると  

おりとする。  
  （１）   補助 事 業 に 要 す る 経 費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする

    場合には、知事の承認を受けなければならない。  
  （２）   補助 事 業 の 内 容 の 変 更をする場合（軽微な変 更を除く。）には、知

    事の承認を受けなければならない。  



  （３）   補助 事 業 を 中 止 し 、 又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）する

    場合には、知事の承認を受けなければならない。  
  （４）   補助 事 業 が 予 定 の 期 間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困

    難と なった 場 合 に は 、 速やかに知事に報告してその指示を受けなけれ

    ばならない。  
  （５）   補助 事 業 に 係 る 収 入 及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入

    及び 支出に つ い て 証 拠 書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事

    業の 完了の 日 （ 補 助 事 業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、そ

    の承 認を受 け た 日 ） の 属する年度の終了後５年間保管しておかなけれ

    ばならない。  
  （６）   補助 事 業 を 行 う た め に締結する契約については、一般競争入札に付

    するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。  
  （７）   補助 事 業 を 行 う 者 （ 以下「補助事業者」という。）は、この補助金

    に係 る補助 金 の 交 付 と 対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に

    基づく国の負担又は補助を受けてはならない。  
 （補助金の変更申請手続）  
第６条  この 補助金 の 交 付 決 定 後の事情の変更により、補助金の変更交付を申

 請しようと する場 合 に は 、 変 更交付申請書（別記第４号様式）に第４条の表

 に定める書類を添付して知事に提出しなければならない。  
 （交付決定前着手の届出）  
第７条  補助 事業者 は 、 補 助 金 の交付決定前に事業に着手するときは、交付決

 定前着手届（別記第５号様式）を知事に提出しなければならない。  
 （実績報告書の添付書類の様式等）  
第８条   規則第１３ 条 に 規 定す る補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様

式等は、次のとおりとする。   

         書             類   様         式  提出部数  提出期限  

 事業実績報告書  別記第６号様式  正副２部  別途通知  
する。   経費所要額精算書  別記第７号様式  

 経費精算額明細書  別記第８号様式  
 歳入歳出決算書（見込書）の抄本   
 その他参考となるべき資料  

 
 （その他）  
第９条   特別の事情 に よ り 第３ 条、第４条、及び前３条に定める算定方法又は

手続による こ と がで き な い 場 合は、あらかじめ知事の承認を受けてその定め

るところによるものとする。  
附  則  

  この要綱は 、 平 成 ２ ４ 年 ８ 月 １６日から施行し、平成２４年度の補助金から

適用する。  

 



附  則  
  この要綱は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １日から施行し、平成２９年度の補助金から適

用する。  
附  則  

  この要綱は 、 令 和 ３ 年２ 月２ ６日から施行し、令和２年度の補助金から適用

する。  
 


